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令和６年度被爆二世健康診断の実施について 

 

１ 目的 

原爆被爆者二世の中には、健康面での不安を訴え、健康診断を希望する者が多いことから、

原爆被爆者二世の健康管理に資するため、希望者に対し健康診断を実施します。 

 

２ 健康診断の対象者 

両親のいずれかが原子爆弾被爆者であり、次のいずれかに該当する広島県内に居住する

方（広島市に居住する方は、広島市に申込みをしていただきます。） 

（１）広島被爆にあっては昭和 21年６月１日以降に生まれた方 

（２）長崎被爆にあっては昭和 21年６月４日以降に生まれた方 

 

３ 健康診断の内容 

健康診断は、一般検査と精密検査によって行います。ただし、精密検査は、一般検査の結

果、医師が必要と認めた場合に行います。 

検査項目については、別紙のとおりです。 

なお、希望者は、カウンセリング等適切な指導を受けることができます。 

 

４ 実施方法 

（１）実施医療機関は 556機関 

（別添「令和６年度被爆二世健診のお知らせ」の内 438番は欠番） 

（２）実施期間 

令和６年６月 10日（月）から令和７年２月 28日（金）まで 

ただし、精密検査は令和７年３月 10日（月）まで行います。 

（３）受付期間 

令和６年６月１日（土）から令和７年１月 31日（金）（消印有効）まで 

（４）申込方法 

受診を希望される場合は、市町役場等に備え付けの専用はがきに氏名・住所・受診希望

医療機関の番号・名称等を記入し、令和７年１月 31日（金）までに投函してください。 

また、広島県のホームページから電子申請も可能です。 

【広島県のトップページ>健康・福祉・子育て>高齢者・障害者等福祉>被爆者支援課>令和６年度被

爆二世健診について】 

（５）受診方法 

被爆者支援課から受診希望者に受診票を送付します。指定された医療機関に受診票を提

出し、受診してください。 

  

５ 実施主体 

  広島県（国の委託） 

 

 

（ 資 料 提 供 ） 

令和６年５月 29日 

課 名：被爆者支援課 

担当者：関野、渡辺 
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電 話：082（513）3116 



2 

別紙  

 

１ 一般検査は、次に掲げる範囲です。ただし、肝臓機能検査及びヘモグロビンＡ１ｃ検 

査については、医師が必要と認めた場合に行います。 

 

 (1) 視診・問診・聴診・打診及び触診による検査 

 (2) ＣＲＰ定量検査 

 (3) 血球数計算 

 (4) 血色素検査 

 (5) 尿検査(ウロビリノーゲン、蛋白、糖、潜血) 

 (6) 血圧測定 

 (7) ＡＳＴ検査法、ＡＬＴ検査法、γ－ＧＴＰ検査法による肝臓機能検査 

(8) ヘモグロビンＡ１ｃ検査 

(9) 血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査（事前の申込みにより受診できます。） 

 

２ 精密検査は、次に掲げる範囲内で、医師が必要と認めた場合に行います。 

 

 (1) 骨髄造血像検査等の血液の検査 

 (2) 肝臓機能検査等の内臓の検査 

 (3) 関節機能検査等の運動器の検査 

 (4) 眼底検査等の視器の検査 

 (5) 胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査 

 (6) その他必要な検査 
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